
地域保健法第四条第一項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針（抄）

（平成六年十二月一日厚生省告示第三百七十四号） 

 

最終改正：平成二十四年七月三十一日厚生労働省告示第四百六十四号 

 

第一 地域保健対策の推進の基本的な方向 

一～二 （略） 

三 地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくり 

住民に身近で利用頻度の高い保健サービス及び福祉サービスは、最も基礎的な自治

体である市町村が、地域の特性を十分に発揮しつつ、住民のニーズを踏まえた上で、

一体的に実施できる体制を整備することが必要である。 

これに加え、市町村は、地域保健を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政サービスの

充実だけでなく、学校、企業等の地域の幅広い主体との連携を進め、住民との協働に

よる健康なまちづくりを推進し、全ての住民が健康づくりに取り組むことができる環

境を整備することが求められる。 

また、都道府県及び国は、市町村がその役割を十分に果たすことができる条件を整

備することが必要である。 

 

第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項 

  四 地域保健、学校保健及び産業保健の連携 

住民が地域又は職域を問わず、生涯を通じて共通の基盤に立った保健サービスを受

けられるようにするためには、地域保健、学校保健及び産業保健の連携が重要である。

また、健康寿命の延伸等を図るためには、地域における生涯を通じた健康づくりに対

する継続的な支援が必要である。そのためには、保健所及び市町村が中心となり、個

人の年齢、就業先などにより異なる保健事業者間の連携を図り、次のような事項を行

うことにより、継続的な健康管理の支援が可能となるような体制整備を図っていくこ

とが必要である。 

１ 地域保健と産業保健の連携を推進するため、保健所、市町村等が、医療機関等、

健康保険組合、労働基準監督署、地域産業保健センター、事業者団体、商工会等の

関係団体等から構成する連携推進協議会を設置し、組織間の連携を推進すること。 

２ 保健所及び市町村は、学校、地域の学校医等との連携を図る場である学校保健委

員会やより広域的な協議の場に可能な限り参画し、学校等との連携体制の強化に努

めること。 

３ 地域保健対策に関する計画の策定に当たっては、学校保健及び産業保健との連携

を図りつつ、整合性のとれた目標、行動計画を立て、それに基づき保健活動を推進

すること。 

４ 健康教育や健康相談等の保健事業及び施設や保健従事者への研修会などに関する

情報を共有するとともに、相互活用等の効率的な実施に配慮すること。 

資料 ３ 


